
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
 
（注）「安全衛生推進者」を選任すべき事業場は、＜資料１を参照＞ 
	 	 【事業場とは、企業単位ではなく工場・支店・営業所等の事業所単位です】 

 

講習日時 
第１日目	 平成２７年	 ７月	 ９日（木）8時 40分～17時 00分 
第２日目	 平成２７年	 ７月１０日（金）8時 40分～12時 00分 

講習会場 

此花会館	 梅香殿 
（大阪市此花区西九条５－４－２４） 

TEL	 ０６－６４６１－１５４７ 
JR環状線「西九条」駅下車	 出口より北へ 100ｍ 

 
講習科目 

 
【第１日目】 
①	 安全管理、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき 
講ずる措置等 

②	 安全衛生教育 
③	 関係法令	 	  
【第２日目】 
①	 作業環境管理及び作業管理 
② 健康の保持増進 
 

受 講 料 1名	 13,176円（テキスト代を含みます。） 

留意事項 
講習会を欠席されても払い込み受講料は返戻できません。 
他の適任者と交替して受講されることをお勧めします。 

定 員 37名 

締め切り 平成２７年	 ６月２５日（木）（定員になり次第申込受付を締切ります。） 

安全衛生推進者養成講習の開催について 
 

 

常時 10人以上 50人未満の労働者を使用する事業場において
は、一部の業種を除き「安全衛生推進者」を選任し、事業場

における安全衛生に係る業務を担当させなければならないと

されています。本講習会は、安全衛生推進者の資格を取得す

る（登録）講習会です。（安衛法第 12条の 2） 



 
 

申込方法 
①別紙「受講申込書」を FAX（06－6582－2645）で送付してください。 
②「受講申込書兼修了者台帳」の用紙をお渡ししますので、所要事項をご

記入のうえ、受講者の顔写真（3ｃｍｘ2.4ｃｍ、脱帽）を貼付し、受講
料を添えて西工業会へ郵送もしくは持参して下さい。「受講票」をお送

りします。 
③受講者の本人確認及び本籍地確認のため上記②の「受講申込書兼修了者

台帳」提出の際に、次のいずれかのコピーを添付して下さい。 
（確認後、コピーはお返しします。） 
○本籍地記載の住民票	 ○本籍地記載の技能講習終了証、安全衛生（衛

生）推進者養成講習終了証	 ○労働安全衛生法に基づく免許書（クレー

ン運転、衛生管理者等）	 ○パスポート	 ○本籍地記載の自動車運転免

許証	 ○在留カード（外国人の方） 
④受講料の納入は銀行振込でも結構です。	  

振込先（阿波銀行／西大阪支店：普通預金	 251057	  

口座名：一般社団法人	 西工業会） 
※振込手数料は申込者のご負担でお願いします。 
※振込書の控えを領収書にかえさせていただきます。 

講習携行品 
※受講票、筆記具は必ず持参して下さい。 
	 テキストは開催日当日にお渡しします。 
※講習会場は駐車場がありませんので、電車・バス等をご利用下さい。 

修了証 
全科目を修了された方には「安全衛生推進者養成講習修了証」を交付い

たします。 

その他 

◎安全衛生推進者の選任を要する事業場（次の ① の規模で ② の業種の 
事業場で労働者数は、企業単位ではなく、工場、支店、営業所等の事業場

単位です。） 
①常時１０人以上５０人未満の労働者を使用する事業場 
② 次の業種の事業場 
○製造業（物の加工業を含む。） 
○電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業 
○各種商品卸売業 
○家具・建具・じゅう器等卸売業 
○各種商品小売業 
○家具・建具・じゅう器小売業 
○各種商品小売業 
○燃料小売業 
○旅館業、ゴルフ場業 
○自動車整備業、機械修理業 
（詳しくは、次項の「資料１」をご参照下さい。） 



	 資	 料	 １ 

林　　	 　　　　　業 製造業（物の加工業を含む。）
鉱　　　　	 　　　業 電気業、ガス業、熱供給業、水
建　　　設　　　業 道業、通信業、各種商品卸売
運　　　送　　　業 業、家具・建具・じゅう器等卸
清　　　掃　　　業 売業、各種商品小売業、家具・

建具・じゅう器小売業、燃料
小売業、旅館業、ゴルフ場業、
自動車整備業、機械修理業

（令２条１号の業種） （令２条２号の業種） （令２条３号の業種）

1000～

300

～999

100

～299

50～99

10～49

1～9

（注１） 下線の業種及びその他の業種のうち農蓄水産業、医療業については第２種衛生管理者
免許を有する者を衛生管理者として選任することはできない（安衛則７条３号）。

（注２） ５０人未満を規模の事業場においては、事業者は必要な知識を有する医師等に労働者の
健康管理等を行わせるよう努めなければならない（安衛法１３条の２）。

（注3） 工事の種類により、規模２０人以上３０人未満または２０人以上５０人未満の現場を有する
店社（安衛法１５条の３）。
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